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熱中症対策について 

 

 日頃より、保護者の皆様には本校の教育活動につきまして、御理解、御協力を賜り感謝申し上

げます。 

さて、今後、夏にかけて暑さがますます厳しくなり熱中症の心配が高まってきます。 

つきましては、以下のとおり熱中症対策を講じていきます。保護者の皆様と対策を共有するこ

とで、児童の熱中症にかかるリスクを少しでも減らしていきたいと考えておりますので、御理

解、御協力をお願いいたします。 

 

 １ 運動に関する指針 

  ⑴ 屋外や体育館で体育、休み時間の校庭遊び、徒歩での校外学習等については、職員室前

及び体育館にある暑さ指数（WBGT）モニターを確認し、その数値によって活動を実施する

かどうか判断しています。 

⑵ 暑さ指数（WBGT）の数値によって運動の制限等が設けられています。 

 【暑さ指数（WBGT）】 

３１以上  運動は原則中止   ２８～３１ 厳重警戒(激しい運動中止) 

２５～２８ 警戒(積極的に休息) ２１～２５ 注意(積極的に水分補給) 

２１未満  ほぼ安全(適宜水分補給) 

※（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」より 

  ⑶ 暑さ指数が３１を超えた場合には、校内放送で全児童に体育、外での遊び、徒歩での校

外学習等ができないことを伝えています。 

 

２ 水泳の授業に関する指針 

 ⑴ 水泳の学習は、「気温が３５度、または水温が３２度を超えた場合」「気温と水温の合計

が６５度を超えた場合」中止としています。 

 ⑵ 暑い時期は、お昼前後に⑴の基準を上回ってしまう場合が多いため、水泳の学習は１～

３時間目に実施できるようプール使用割当を作成しています。 

 

３ 水分補給・クーラーの使用 

  ⑴ 体育（水泳を含む）の授業には水筒を持参させ適宜、水分補給の時間をとっています。

また、下校前や登下校の途中、その他適宜、水分補給をするよう声をかけています。 

  ⑵ 教室では、クーラーを使用し熱中症対策をしています。また、１０月には、体育館のク

ーラー設置工事が開始されます。使用は来年度からとなります。 

 

 ４ 熱中症対策グッズの使用（6/2すぐーる配信「熱中症対策について」の再掲） 

※熱中症対策のグッズは、学校で使用を強制するものではありません。 

  ⑴ 水筒 

暑い期間はなるべく持たせてください。中身は水、お茶、スポーツドリンク等、保護者

の判断でお願いします。学校では、友達にあげたり友達からもらったりはしません。登下

校中に水分補給をする場合は立ち止まり（班全員）、端に寄るなど他の通行者の邪魔にな

らないよう水分補給します。    



⑵ 日傘 

保護者の判断で登下校中のみ使用させてください。ただし、登下校中の混雑している中

で傘を振り回したり、傘で遊んだりすると、とても危険です。周りの迷惑にならないよう

に使用することを御指導ください。 

⑶ 首を冷やす冷却タオル等 

保護者の判断で登下校中のみ使用させてください。教室内ではエアコンや扇風機を活用

しているため、使用しません。体育の時間や休み時間など活動中に事故やけがの可能性が

ある場合は使用しません。 

⑷ 塩飴、塩分タブレット等 

食べ過ぎると塩分、糖分の過剰摂取になってしまうため、学校では許可しません。 

⑸ うちわ、携帯扇風機等 

使い方によって、おもちゃになってしまったり、危険な使い方をしたりする心配がある

ため、学校では許可しません。 

 

 ５ 熱中症マニュアルの活用 

    本校では、熱中症マニュアルを作成し、それをもとに教職員研修等を行っています。マニ

ュアルには、「症状」「予防」「対策」「チェックシート」「応急処置」等をまとめています。

何かあった場合には、これらをもとに対応していきます。 

   ⑴ 熱中症チェックシート          ⑵ 熱中症応急処置 

 

   

 

 

６ その他 

  ⑴ 夏の時期は、汗で服が濡れることが予想されます。濡れた服で冷房にあたると健康上よ

くありませんので，汗をかきやすいお子様の場合は，替えのシャツなども用意されると良

いかと思います。また，ハンカチや汗ふきタオルの用意もお願いします。 

  ⑵ 体育、屋外で活動をする時は、マスクを外すよう指導しています。 

  ⑶ 御家庭においては、十分な睡眠とバランスの良い食事をとって体調管理をお願いしま

す。 

マニュアルの一例です。 


